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第１章 総 則 

第１条（名称） 
本倶楽部は⽩浜ゴルフ倶楽部 (以下「本倶楽部」という。)と称する。 

第２条（⽬的） 
本倶楽部は⽩浜開発株式会社 (以下「会社」という。)の経営するゴルフ場およびその
附帯施設（以下これらを総称して「施設」という。）を使⽤して、ゴルフを通じて会員
相互の親睦を図る明朗健全なる社交機関である。 

第３条（事務所） 
本倶楽部の事務所は、施設内に置く。 

 
第２章 会 員 

第４条（会員の種類） 
１ 本倶楽部の会員は次の通りとし、個⼈及び法⼈により構成される。 

⑴ 個⼈会員 
① 正会員 
② 既存特別正会員 
③ 既存正会員 

⑵  法⼈会員 
① 法⼈正会員Ａ 
② 法⼈正会員Ｂ 
③ 法⼈正会員 C 
④ 既存法⼈正会員 

２ 本倶楽部は、令和５年４⽉７⽇時点で会員でない株主であった者（個⼈に限る。）に、
会員に準ずる者（以下「準会員」といい、会員と準会員を総称して「会員等」という。）
として施設の利⽤を認める。 

第５条（正会員） 
１ 個⼈の正会員とは、本会則第９条により会員の資格を取得した者及び令和５年４⽉７

⽇以前にシニア会員、レディス会員、終⾝会員であった者をいう。 
２ 法⼈正会員 A 及び法⼈正会員 B は、１⼝当たり⾃然⼈２名が会員としての権利を⾏使

することができる。ただし、法⼈正会員Ａにおいては、記名式 1 名、無記名式 1 名と
し、法⼈正会員Ｂにおいては、記名式 2 名とする。 

３ 法⼈正会員Cは、１⼝当たり⾃然⼈４名が会員としての権利を⾏使することができる。
ただし、法⼈正会員 C においては、無記名式４名とする。 

第６条（既存会員） 
１ 既存特別正会員、既存正会員（以下これらを総称して「既存会員」という。）とは、令



和５年４⽉７⽇以前に本倶楽部の会員であった個⼈であって、別に定める者をいう。 
２ 既存法⼈正会員とは、令和５年４⽉７⽇以前に本倶楽部の会員であった法⼈であって、

別に定める者をいう。 
第７条（会員等の権利） 
１ 会員は、その種類に応じて、会社が別に定める⽇の営業時間内に、別に定める条件で、

施設を優先的に利⽤することができる。ただし、会社が開催を決定した公式競技会、
プロ競技会等または施設の予約状況等合理的な理由がある場合は、この限りではない。 

２ 会員は、会社が定める条件で、本倶楽部が開催する競技会その他の⾏事に参加するこ
とができる。   

３ 会員は、暴⼒団関係者及びこれに類する者を除いて、会員以外の者をビジターとして
同伴または紹介することが出来る。この場合、会員は、同伴または紹介したビジター
の⾏為や諸料⾦の⽀払等について、ビジターとともに連帯して責任を負うものとする。 

第８条（会員の義務） 
１ 会員は会社に対し、別に定める年会費を、毎年５⽉末⽇までに⽀払わなければならな

い。⽀払済みの年会費は、理由の如何を問わず返還しない。 
２ 年会費は毎年５⽉ 1 ⽇から起算されるものとし、対象期間の途中に⼊会した会員が年

会費を⽀払う必要がある場合は、別に定める年会費の⽉割り額を⽀払わなければなら
ない。ただし、⼊会の⽇が属する⽉は⽇割りをせず、１か⽉として扱う。 

３ 会員は会社に対し、施設を利⽤した場合、別に定める利⽤料⾦を、利⽤当⽇に⽀払わ
なければならない。 

４ 会員は、住所、⽒名、商号その他会社に届け出た事項に変更があった場合、その旨を
遅滞なく会社に対し連絡しなければならない。 

５ 法⼈たる会員は、記名式の会員資格を⾏使する個⼈を会社に届け出たうえで、会社の
承認を得て登録しなければならない。 

６ 会員は、本会則その他本倶楽部の諸規則、施設の利⽤約款その他エチケット、マナー
を遵守し、会社及び理事会の決定事項に従うものとする。また、本倶楽部の秩序を乱
し、または本倶楽部もしくは会社の名誉を棄損する⾏為を⾏ってはならない。 

７ 本条⽂３項、４項及び６項の規定は、準会員に準⽤する。 
 

 
第３章 ⼊会及び退会 

第９条（⼊会） 
１ 本倶楽部に⼊会しようとする者は、役員または会員計２名以上からの推薦を得て、会

社に対し所定の様式によって⼊会を申し込み、理事会の承認を得て、承認の⽇より 2
週間以内に、会社に対して所定の⼊会⾦を⽀払うことによって、本倶楽部の正会員と
なることができる。 



２ 前項の⼊会⾦は、理由の如何を問わず、これを返還しない。 
第１０条（会員等資格の喪失） 

会員等は、次の各号のいずれかに該当する場合にその資格を失うものとする。 
⑴ 本倶楽部を退会したとき 
⑵ 本倶楽部を除名されたとき 
⑶ 死亡⼜は失踪宣告を受けたとき 
⑷ 法⼈会員が解散したとき 

第１１条（会員等資格の停⽌、除名） 
本倶楽部は、会員等に次の各項のいずれかに定める事由があるときは、理事会の決議
によって、会員等の資格を⼀時停⽌または除名することができる。 
⑴ 本会則及び理事会の定める諸規則に違反したとき 
⑵ 倶楽部の名誉を毀損しまたは秩序を乱したとき 
⑶ 会費または諸⽀払を 3 ヶ⽉以上滞納したとき 
⑷ 暴⼒団関係者やそれに類する者を同伴しまたは紹介をしたとき 
⑸ その他理事会において、会員として不適当と認める⾏為のあったとき 

第１２条（会員等資格の⼀⾝専属性） 
１ 正会員（個⼈会員、法⼈会員を問わず、既存会員を除く。）の資格は⼀⾝専属とし、相
続、譲渡等事由の如何を問わず、会員資格を第三者に移転させることはできない。 

２ 法⼈正会員は、理事会の承認を得て、別に定める名義変更⼿数料を⽀払って、記名式
の会員資格を⾏使する⾃然⼈を変更することができる。 

３ 本条１項の規定は、準会員に準⽤する。 
第１３条（既存会員の会員資格の承継） 
１ 既存会員は、令和５年４⽉７⽇以降 1 回に限り、理事会の承認を得て、会員資格を相
続⼜は贈与（三親等以内の親族に対するものに限る。）により、承継させることができ、
それと同時に会員資格を喪失する。この場合、承継原因に従い、別に定める名義変更
料の⽀払いを要する。 

２ 前項により既存会員の資格を承継した者は、相続、譲渡等事由の如何を問わず、会員
資格を第三者に移転させることはできない。 

３ 既存法⼈正会員は、会員資格を第三者に承継することができない。ただし、理事会の
承認を得て、別に定める名義変更料を⽀払って、記名式の会員資格を⾏使する個⼈を
変更することができる。 

第１４条（退会）  
会員が退会するときは、⽂書をもって届出を理事会に提出するものとする。 

 
第４章 役員及び管理 

第１５条（役員） 



１ 本倶楽部には、次の役員を置く。 
⑴ 理事⻑  １名 
⑵ 理事   若⼲名 

２ 役員はいずれも名誉職とする。 
第１６条（役員の選任） 
役員は、本倶楽部の会員その他役員としての識⾒を備える者の中から会社が選任し、
委嘱する。 

第１７条（役員の任期） 
１ 役員の任期は就任の⽇から２年間とし、再任を妨げないものとする。 
２ 会社は、任期中に理事⻑に⽋員を⽣じた場合、前任者の任期の残存期間を任期として
新たに役員を選任し、委嘱する。 

第１８条（理事⻑） 
１ 理事⻑は本倶楽部を代表し、本倶楽部の業務を統括する。 
２ 理事⻑は、毎年１回定時理事会を、また必要に応じて臨時理事会を召集し、議⻑とし

て理事会の議事を⾏う。 
３ 理事⻑は、理事会の決議を経て、理事の中よりキャプテン・常務理事を委嘱する。 
４ 理事⻑に事故ある場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って、他の理事が理事
⻑の職務を代⾏する。 

第１９条（理事会） 
１ 役員は理事会を構成し、本倶楽部の運営のため次の事項を協議のうえ、理事会に出席

した役員の過半数をもって決定する。 
⑴ ゴルフプレー運営に関する事項 
⑵ 倶楽部の諸規則の制定及び改廃 
⑶ 会務のために要した費⽤ 
⑷ 会員のプレー料⾦に関する事項 
⑸ その他本倶楽部の運営のために必要な事項 

２ 理事⻑は、本倶楽部を代表し、理事会の決定事項に関し、会社と協議する。会社は、
当該協議に基づき定められた事項を執⾏する。 

第２０条（委員会） 
１ 理事会は、本倶楽部の運営を円滑にするため分科委員会を置くことができる。 
２ キャプテンは、前項に基づき設置された委員会のすべてを統括し、ゴルフ競技及びゴル

フコースに関する諸事項を処理する。 
３ 前項に基づき設置された委員会の委員⻑、副委員⻑および委員（以下「委員等」という。）

は、理事及び会員の中から理事会が選任し、理事⻑が委嘱する。 
４ 委員等の任期の終期は、当該委員等に係る委嘱をした理事⻑の任期の終期と同⼀とす

る。ただし、再任を妨げない。 



５ 委員⻑は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議⻑となる。 
 

第５章 附 則 
第１条 会社が、会員に対する各種通知を会員の届け出た住所宛に発送したにもかかわら

ず、当該通知が当該会員に到達しなかった場合、当該通知は、当該通知の発信⽇
の翌⽇をもって当該会員に到達したものとする。 

第２条 本会則に疑義を⽣じたときは、理事会の決するところによる。 
第３条 会社は、本会則の各条項について、相当の事由があると認められる場合は、理事

会の承認を得て、会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の⽅法で会員に
周知することにより、これを変更することができる。 

第４条 本会則は、令和５年５⽉８⽇から施⾏する。 
第５条 本会則 第４章 第１８条３は「理事⻑は、理事会の決議を経て、理事の中より

キャプテン・常務理事を委嘱する。」と改定する。実施は令和６年３⽉３⽇とする。 
 


